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はじめに
国は、インフラマネジメントおよび公共施設の長寿命

化を目的として、平成 28 年度までに公共施設等総合管
理計画を策定することを要請しました。公共施設のうち
の学校施設については、令和 2年度を目標に長寿命化計
画の策定が求められています。アジア航測では、宮城県

石巻市において学校施設の個別施設計画策定の支援を実
施しています。本稿では、石巻市学校施設整備保全計画
策定業務（以下、「本業務」）における計画の長期的運用
を見据えた施設劣化状況調査結果の整理手法および施設
の維持管理体制の構築について紹介します。

劣化状況調査の項目
劣化状況調査の項目については、文部科学省が定めた

仕様により、屋根・屋上、外壁、内部仕上（内壁、天井、
建具など）、電気設備、機械設備に分類しました。
調査としては、①建築基準法第 12 条点検結果や工事

台帳などにより点検・工事の履歴を把握する机上調査、

②現時点での施設の劣化状況を把握するための建築士の
目視による現地調査、および③目視調査結果の不足を補
完するための各学校施設管理者へのヒアリング調査の 3
つを実施しました。

劣化状況の評価手法
前項の調査結果に基づき、各調査項目においてA（良好）

～D（著しい劣化）の 4段階で劣化状況の評価を実施し
ました。評価では、文部科学省作成の手引きに基づき、
目視調査による劣化や損傷の進行具合および設備の経過
年数をもとに判定したほか、ヒアリング調査によって重
大な劣化事象などが判明した場合には、手引きにより求
めた評価を一段階下げるなどして総合的に判断を行いま

した。さらに、項目別の評価にしたがって、文部科学省
が定めた算出方法により建物の健全度（建物の健全性を
100 点満点で定量的に数値化したもの）を算出しました。
この健全度と築年数を加味して、学校施設の建物一棟ご
とに整備の優先順位を決定し、施設整備の方針を検討し
ました。たとえば、健全度が低く築年数も古い建物は早
急な対応が必要となります。

学校施設の長寿命化計画策定支援の取組み
長期的な運用を見据えた施設劣化状況調査結果の整理
キーワード：インフラマネジメント, 公共施設等総合管理計画, 学校施設長寿命化計画, 施設カルテ

東北インフラ技術部 松
まつ

原
ばら

　正
まさ

明
あき

・河
かわ

奥
おく

　勇
ゆう

輔
すけ

仙台支店 中
なか

川
がわ

　敬
たか

志
し

学校施設整備保全計画の概要
石巻市では、平成 27 年度に公共施設等総合管理計画

を策定しています。この計画に基づき学校施設における
劣化状況を把握し、施設に対する今後の整備方針を検討・
計画します。それによって、施設の維持管理・更新に係
るトータルコストを縮減するとともに、学校施設に求め
られる機能の維持や教育環境の質的向上を図っていくこ
とが計画策定の目的となります。
本業務では、市内の学校関連施設 59 施設 150 棟を対

象に劣化状況調査および劣化状況評価、ならびに整備方
針の検討を実施しました。

図1　石巻市におけるインフラマネジメント計画の関連図
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劣化状況調査・劣化状況評価のとりまとめ
劣化状況の調査および評価の結果について、学校施設
の建物ごとに簡易的な施設カルテを作成し、各種情報を
とりまとめました（図 2）。
このカルテによって、建物の基本情報や部位ごとの改
修および点検の履歴、現状の問題点などが一目で把握で
きるようになりました。またカルテは今後、職員が調査
を行う際に、計画で定められた調査項目について更新で
きるように様式を作成しました。
本業務で策定した計画【Plan】では、建築基準法第 12
条点検に基づく施設に対する定期的な点検や調査を実施 

【Do】した際に、この施設カルテを適宜更新・整理【Check】
し、学校施設の工事年次計画へ活用していく【Action】
という PDCAサイクルを回すことによって、施設整備保
全を進めていくこととしています（図 3）。
建物ごとに劣化状況をまとめた施設カルテを作成し、
継続的に運用していくことによって学校施設の維持管理
体制が整備され、計画策定の効果が発揮されるとともに、
計画の改訂や見直しの際にもスムーズに対応することが
可能となります。

おわりに
令和 2年 3 月末時点で 99.9%※1 の自治体で策定が完
了している公共施設等総合管理計画についても、国からの
要請により順次改訂や見直しが始まっています。今後は、
個別施設計画の改訂や見直しを見据えて、各種調査結果の
一元化やデータベース化を図っていく必要があります。

アジア航測は、インフラマネジメントに係る各種調査
から公共施設等総合管理計画に加え個別施設計画の改訂・
見直しも含めた、地方公共団体のアセットマネジメント
に対する支援を継続的に実施していきます。

※1　総務省：公共施設等総合管理計画の見直しに関すること,2021

図2　施設カルテ

図3　計画の継続的運用サイクル
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